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それぞれ産業界とか消費者からはどういう意見が出たかというと、
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３名の方々が発表されまして、先ほども発表で代替物質の話が出てきましたが、既存
物質が規制された場合の代替品の安全性確保が懸念されること。Ａというものを使っ
てはいけないが、Ｂという代替品は本当に安全なのか。

そもそも既存の物質、農薬等も含めてですが、リスクアセスメントが実施されているで
はないか。

一方、フランスはビスフェノールＡを禁止している。こういう両方の立場の御意見が出
ています。
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セッション４として、貿易及び農業に関する潜在的な影響ということが議論されまし
た。特にEU圏内に化学品等を輸出しているアルゼンチンやカナダの方から意見が出ま
した。
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その中では、アルゼンチンには内分泌かく乱化学物質の規制がなくて、規制された物
質をEUに輸出する際に障害があって、もし規制を作るのであれば、すべての段階に透
明性を確保してほしい。

もし農薬の規制が強化されると、農作物の生産量及び品質の低下、コストの増加に
伴う価格の上昇、気候変動に伴う新たな疾病に対する対応ができなくなる。雇用の低
下といったことで、規制もほどほどにしておいてくれよというような御意見が出ていた。

さらにここでは、ハザードではなくてリスクベースの評価を行うべきというような御意見
が出ていました。
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セッション５、これは主にNGOの方々からの御意見です。
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この中では、殺虫剤50物質のうち、31物質はEDCではないか。それらには代替品が
ない。さあ、どうしよう。ただし、農薬の使用量は減らしていこうということで、どうやって
というところまではなかなか踏み込めないのですが、方向性はここで明示されていると
思います。

オプションとしては3A、３つのカテゴリーに化学物質を内分泌かく乱という立場から分
けてみましょう。ただし、政策的な判断はこれまでと同じような判断でいったらいいので
はないですか、といったことが提案されていました。
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以上をまとめまして、 後にSeychellさんから閉会のスピーチがあったのですが、そ
のときのまとめをさせていただきたいと思います。

EUとしては、透明性を 大限に確保するために、化学物質のスクリーニングの結果と
併せて、EU Joint Research Centerの、どのような方法で化学物質のスクリーニングを
していくか、その方法論はインパクトアセスメントの報告書が出る前に公開します。ただ
し、10カ月以降になる。

スクリーニングの方法論と結果は今後出ますということで、当日はまだ公表はされま
せんでした。

できるだけ情報提供を早くすることは十分わかっている。この秋に、受注業者が35物
質、700物質の５％についてパイロット研究を終えて、その結果をもとに方法論案に改
良を加えた上で、専門家を対象にスクリーニングに用いた方法論に関する情報提供
セッションを設けるということで、このスクリーニングには、植物保護製品、殺虫剤、除
草剤等に関する結果は、この秋にはなんとか手に入れるのではないか。
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これがある程度完了すると、インパクトアセスメントを行えて、政策が決定できるよう
になるというのが途中経過になります。
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このような研究というのは、オンゴーイングで、まだまだ議論中なこと。すべての影響
が、ポジティブ、ネガティブ、陽性であるか陰性であるか、数量化可能かどうか、定性的
な情報もあるかと思いますが、インパクトアセスメントでは採り入れること。

それから産業界からの意見がたくさん出たが、産業界に対する経済的な影響だけを
評価するわけではない。そこに書いてありますように、ヒト健康影響については十分配
慮する。あわせて環境への影響も十分に配慮するということで、この結果は、非常に面
白い内容になるのではないかと考えています。



30

これらの研究は来年中には終了する。これも本当に終わるかなといった感じがありま
すが、インパクトアセスメント報告書に盛り込まれる予定です。

このインパクトアセスメントの質がよかったかどうかは、今後、第三者によって評価さ
れます。

終的にはインパクトアセスメント報告書、この検討結果を公表して、クライテリアに
関する政策決定を行う予定ということです。
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ここまでダーッと固いお話をさせていただきましたが、スケジュールとしては、ここに挙
げましたように、we are hereとありますが、まだ研究の途中です。

タイムラインとしては、来年度に向けてインパクトアセスメントを行っていく予定だとい
うことが発表されています。
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後に、御清聴いただきましてありがとうございました。


